
令和８年度 建設業における熱中症予防指導員研修の開催について 

建設業労働災害防止協会岩手県支部 

 

 

 建設業では、作業者が高温多湿な場所で作業に従事することが多くみられることから、管理者に

よる適切な作業管理ならびに作業者自身による健康管理が重要となっています。このような状況を

踏まえ、建災防岩手県支部では「建設業における熱中症予防指導員研修」を下記要領にて実施する

ことといたしました。 

 つきましては、是非この機会に多数受講いただきますようご案内いたします。 

 

１．開催日時・会場等 ※受講者の人数によっては中止になる場合もございます。 

開催地 開 催 日 時 会  場 定 員 

盛 岡 

 令和８年４月２４日（金） 

９：００ ～ １２：５０ 

↓ 

※９：００ ～ １３：０５ 

岩手県建設会館 

（盛岡市松尾町１７－９） 
５０名 

※令和８年３月１８日策定「職場における熱中症防止のためのガイドライン」へ対応のため講習時間を変更しました。 

２．講習対象者 

  ◆衛生管理者  ◆安全衛生推進者  ◆店社安全衛生スタッフ 

  ◆施工管理者又は職長・安全衛生責任者等の衛生管理実務を行う者又は熱中症予防のための 

指導・教育を行う者 

 

３．講習料 

区 分 講習料 テキスト代 合 計 

会 員 ６，０５０円(税込) １，４５２円(税込) ７，５０２円 

非会員 ６，０５０円(税込) ２，０３５円(税込) ８，０８５円 



 

 

４．講習科目 

  科  目 時 間 科  目 時 間 

１.熱中症の原因と症状 ３０分 ４.災害事例 １５分 

２.熱中症の予防対策 ９０分 ５.関係法令等 ４５分 

３.熱中症発生時の緊急処置 １５分 ６.熱中症予防用品等の取扱い方法 ３０分 

 

５．申込方法等 

（１）所定の申込用紙（特別教育・安全衛生教育等講習申込書）に必要事項を記入し、建設業労働災 

害防止協会岩手県支部に郵送または FAXにて行ってください。 

  ※FAX番号は間違わないように注意して下さい。 

（２）講習料は受講票が到着次第、指定の銀行口座に振込みをお願いします。 

（３）キャンセルの取扱いについて、講習会開催日の７日前までの場合は、講習料から振込手数料

を差し引き返金いたします。 

（それ以降のキャンセルについては講習料の返金はできません。） 

（４）申込みは先着順で受付、定員になり次第締切りとします。 

６．その他 

（１）修了証は所定の時間どおり全科目を受講した適性者に対して交付します。ただし、遅刻をし

ますと修了証の交付はできなくなる場合があります。講習開始１０分前までに受付を済ませ

て下さい。 

（２）講習日は受講票、筆記用具を持参して下さい。 

（３）自家用車でおいでの方は建設会館の有料駐車場をご利用になれますが、満車の場合は最寄り

の有料駐車場をご利用ください。 

 

７．申込み・問合せ先 

 

建設業労働災害防止協会岩手県支部 

〒020-0873  盛岡市松尾町１７－９ 岩手県建設会館３階 

TEL：０１９－６２３－４４１１  FAX：０１９－６５３－６１１３ 

 

  

 

 

 

 

 

                                〈熱中症〉 


